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入 札 説 明 書 

 

入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、

この入札説明書によるものとします。入札に参加する者は、次の事項を熟読のうえ、入札しな

ければなりません。 

 

１．競争入札に参加する者に必要な資格 

次の要件をすべて満たす者のみが、この入札に参加できます。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号。以下「新法」といいます。）第１７条の規定

による更生手続開始の申立て（新法附則第２条の規定によりなお従前の例によることと

される更生事件（以下「旧更生事件」といいます。）に係る新法による改正前の会社更生

法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」といいます。）第３０条に規定する更生手

続開始の申立てを含みます。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、新法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開

始の決定を含みます。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又

は申立てをなされなかった者とみなす。 

（３）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条に

よる廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始

の申立てをしていない者であること。 

（４）平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申立てを

していない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手

続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再

生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（５）公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要

領による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 

（６）香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱に規定する排除措置対象者に該当

しない者であること。 

（７）納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。 

（８）令和６年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていて、かつ次

の条件を満たしていること。 

ア 物品・役務登録分類で大分類（Ｈ）車両を登録している者であること。 

（９）別紙仕様書の規格・性能を満たす車種の新車を納入できること。 
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２．競争入札参加の申込み 

（１）競争入札参加資格の確認の実施 

この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書（参加資格確認資料

を求めている場合は添付資料を含みます。）を提出してください。電子メール送信後、事

務担当部局に電話にて着信確認を行ってください。 

・提出書類 

①競争入札参加申込書（様式１） 

・提出方法 

入札公告３．に記載しているメールアドレス宛に電子メールにより提出してください。

（添付可能なサイズは 10MBまで） 

・確認結果 

  競争入札参加申込書等を審査し資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し電子

メールにより回答します。 確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。 

（２）その他 

  ①提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとと 

もに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。 

  ②提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。 

  ③競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は認めません。 

  ④作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

 

３．仕様書等に関する質問書の提出 

（１）仕様書等に関する質問がある場合の質問書の提出は、電子メ－ルに限り受付けます。なお、

電子メールの件名には入札件名を明記してください。また、提出については、まとめて１回

とし、電子メール送信後、事務担当部局に電話にて着信確認を行ってください。 

  （質問がない場合は、質問書の送付の必要はありません。） 

①提出方法  

入札公告３．に記載しているメールアドレス宛に電子メールにより提出してください。 

（添付可能なサイズは 10MBまで） 

②受付期間 

   令和６年５月１０日（金）午後５時まで 

（２）質問があった場合は、令和６年５月１４日（火）午後５時までにホームページに掲載しま

す。（質問がない場合は、回答書の掲載はありません。） 

 

４．入札の方法等 

（１）郵便による入札 

開札日前日までに日本郵便（株）香芝郵便局留 香芝市役所管財課行で一般書留又は簡易

書留郵便で必着のこと。 
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   注）郵送日は開札日から１０日前までの間とします。 

   ※ 郵便入札の要領は、香芝市ホームページに記載 

（２）開札の立ち会い 

 ①入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、各入札参加者につき１名に限り開札に

立会うことができます。 

 ②立会人は、入札参加者または入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。 

  この場合、入札参加者は、他の入札参加者の代理人となることはできません。また、同一

入札において、２者以上の代理人となることもできません。 

 ③立会いを希望する方は、開札日の開札時間までに開札場前に集合してください。 

  ※委任状を持参しない代理人は、立会いをすることはできません。 

（３）くじによる落札者の決定 

落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定

します。なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合

は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わって

くじを引きます。この場合、くじ引きを辞退することはできません。 

（４）入札回数等 

郵便入札に付した場合の入札回数は、１回とします。ただし、落札者がない場合は、１回を

限り再度入札に付することがあります。 

（５）入札書記載金額について 

落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金

額を控除した金額を入札書に記載してください。 

 

５．落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者

とします。 

 

６．契約の不締結 

落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた

場合は、契約を締結しません。 

 

７．入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。又、無効の入札を行った者を落札者として

いた場合には、落札決定を取り消します。 

（１）入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札 
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（２）競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札 

（３）香芝市契約規則（昭和３９年香芝市規則第７号）第７条に該当する入札及び入札に関す

る条件に違反した入札 

（４）本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札

に参加する資格のない者の行った入札 

（５）入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、

又は表の計算に間違いがある入札 

 

８．契約の解除 

契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除する

ことがあります。なお、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 

（１）役員等（法人にあっては役員（非常勤である者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（常

時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）

の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人

にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」と

いう。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

（２）暴力団（暴対法第２条２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に

実質的に関与していると認められるとき。 

（３）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的

若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

（６）この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請

契約等」という。）に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、

当該者と契約を締結したと認められるとき。 

（７）この契約に係る下請契約等に当たり、第１号から第５号のいずれかに該当する者をその相

手方としていた場合（第６号に該当する場合を除く。）において、発注者が受注者に対して

当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

（８）この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅

滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

（９）契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。 

（10）契約者がその責に帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履

行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

（11）契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 
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（12）契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 

（13）契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 

（14）契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認

められるとき。 

（15）前各号に掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認めら

れるとき。 

 

９．議会の議決 

この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年条例第９号）の規定により市議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落

札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、市議会の議決を得たときに限り、本

契約として効力を生じるものとします。ただし、議会の議決を得られないときは、この契約

は解除するものとし、市は損害賠償の責めを負わないものとします。 

 

１０．その他 

契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の 

関連規定によります。 

 

１１．入札に関する問い合わせ先 

〒６３９－０２９２ 香芝市本町１３９７番地 

香芝市総務部管財課 

電話０７４５－４４－３３３８ 


